
新増設申込時（接続検討回答後の申込）の記入例、注意事項

①
接続検討回答日以降の日付を記載下さい

②
発電契約者さまの押印をお願いします
接続検討の申込者さまが発電契約者さま
として申込される場合は、接続検討申込
書と同一の押印でお願いします

③
漏れなく入力下さい。
「名称及び所属」については、発電契
約者と異なる会社であれば、会社名ま
で記載下さい

⑤
現時点で取得されていない場合は「事
業者コード、計画提出者コードは別途
提出」と記載下さい

④
該当の申込に件数を記載下さい
「設備新設」：発電所新設の場合
「契約受電電力の変更」：既設設備の増設、減設の場合
「契約廃止」：申込取下（辞退）の場合
「その他の変更」：事業承継、供給開始希望日の変更等

発電契約者さまから発電量調整供給兼基本契約申込書を提出ください



⑦
接続検討申込時と同一の記載
として下さい
変更ある場合は「その他特記
事項」に発電所名が変更とな
る旨を記載下さい

新設の場合は空欄で可

⑨
申込時点で予定している希望日を記載
下さい
発電量調整供給開始希望日はアクセス
設備の運用希望日以降として下さい

接続検討申込書【様式１】

⑧
接続検討申込時と同一の記載
として下さい

⑥
・発電契約者と同一であれば空欄でも可
・接続検討申込者から変更となる場合は事業承
継届を提出下さい（５スライド）



接続検討申込書様式２ ５（２）最大
の容量を記載下さい

⑩
接続検討申込書様式２ ５（２）最大の
容量を記載下さい
小数点まである場合は整合させて下さい

⑪
接続検討申込書様式２ ４（２）最大の
容量を記載下さい
小数点まである場合は整合させて下さい

接続検討申込書【様式２】



⑬
必ず選択下さい

⑫
漏れなく記載下さい

⑮
発電種別が「蓄電池」の場合は接
続検討申込時の前提を選択下さい

⑭記載下さい
未定の場合は「別途連絡」と
記載下さい

⑯
接続検討回答書（又は要否確認回
答書）の回答日を記載下さい。
受付番号は接続検討申込時に申込
者さまに案内の番号になります。
設備変更無しでFIT→FIPの申込の
場合は空欄で体修下さい

⑰申込内容や接続検討申込時から発電所名や発電場所住所の地番が変更とな
る場合は要旨を記載下さい。
例１：受電地点が（複数買取or全量買取）
例２：固定価格買取制度からFIP制度へ移行
例３：接続検討申込から発電所名変更
例４：接続検討申込から発電場所住所変更（技術検討資料差替えなし）
例５：接続検討申込から発電者変更



接続検討申込者から発電者が変更となる場合は、
事業承継届も併せて提出ください

①発電者のみの変更であれば、「発電契約者」を消込下さい

②接続検討申込書提出と同一の押印でお願いします。
また、会社住所等も整合させて下さい。

⑤接続検討回答後、発調申込提出と併せて発電者の事業承継
する場合は空白で構いません

⑥発電者変更の場合、発調申込書別紙の「発電者窓口連絡
先」と同一であることを確認下さい

接続検討申込時と同一の記載として下さい③接続検討申込時と同一の記載として下さい

④接続検討申込書様式２ ５（２）最大の容量を記載下さい



ご提出方法
ご提出については、発電量調整供給兼基本契約申込書をメールでご提出下さい
（書面郵送は不要です）

ｏ提出資料
・発電量調整供給兼基本契約申込書 ＜鑑＞に押印した電子データ（pdf等）
・発電量調整供給兼基本契約申込書 別紙 （連記式の場合はエクセルファイル）
・事業承継届 （接続検討申込者から発電者が変更となる場合）
（発調申込から契約申込受付まで２ヵ月程度要する場合もございます）

ｏ提出先：Network_Sc_1@kyudentd.co.jp
九州電力送配電株式会社 ネットワークサービスセンター託送契約グループ

Oメール件名
発調新増設申込（受付番号：〇〇）

Oメール本文
九州電力送配電株式会社 NSC託送契約グループ 発電担当者宛

＜依頼事項＞
・契約申込に伴う発電量調整供給兼基本契約申込書の提出
・対象発電所：〇〇発電所 （受付番号：〇〇）
【連絡先】
○○株式会社 担当：○○
メールアドレス：○○○@○○○○
電話番号：○○○-○○○○-○○○

申込される際のメール文案（適宜ご活用下さい）

お世話になっております。
九州電力送配電㈱NSC託送契約Gです。

標記件、内容拝見いたしました。
発電量調整供給兼基本契約申込書に
ついては、系統連系保証金請求箇所
に回付いたします。

受領後、発調申込書不備なし
の場合は以下のようなメール
で返信します

mailto:Network_Sc_1@kyudentd.co.jp
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